
一 

．
後
期
高
齢
者
医
療
の
窓
口
負
担
を
一
割
か
ら
二
割
に
引
き
上
げ
る
。
加
え

て
現
在
三
割
負
担
と
な
っ
て
い
る
「
現
役
並
み
所
得
者
」
に
所
得
に
加
え
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
捕
捉
し
た
「
預
貯
金
勘
案
」
を
付
加
す
る
＝
今
次
の
審
議

会
ま
と
め
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
工
程
表
」
の
も
と
に
な
っ
た
財

政
審
建
議
で
は
二
〇
一
九
年
か
ら
実
施
す
る
宿
題
と
さ
れ
て
い
る
。

➡

後
期

医療保険制度の見直し動向

現　行　制　度
経済・財政再生計画改革工程表

財政制度等審議会建議（16年11月17日)

社会保障審議会まとめ（案)

16年12月８日（最終調整前)

高
額
療
養
費（

70
歳
以
上）

収入区分
負担

割合

外来

(個人)

外来＋入院

(世帯単位)

負担

割合
外来＋入院（世帯単位）

負担

割合

外来

(個人)

外来＋入院

(世帯単位)

現役並み所得者

年収370万円以上
３割 44,400

80,100＋１％

＜44,400円＞

３割 年収1,160万～
252,600＋１％

＜140,100円＞
３割

252,600＋１％

＜140,100円＞

３割
年収770万～

1,160万

167,400＋１％

＜93,000円＞
３割

167,400＋１％

＜93,000円＞

３割
年収370万～

770万

80,100＋１％

＜44,400円＞
３割

80,100＋１％

＜44,400円＞

一般

年収～370万円
２割 12,000 44,400 ２割

57,600円＜44,400円＞

＊「一般」以上は外来特例を廃止
２割

上限額

引上げ

57,600円

＜44,400円＞

住民税非課税

２割 8,000

24,600

２割

15,000円 24,000円

２割 8,000円

24,600円

住民税非課税

所得が一定以下
15,000 10,000円 15,000円 15,000円

後期高齢者医療保険料

軽減特例

【均等割軽減】

９割減、8.5割減、７割減、

５割減、２割減

【所得割軽減】５割

【元被扶養者】

均等割５割・所得割なし

均等割軽減は、本則の水準に戻すべき
段階的に本則に戻す

低所得者は見直し時期を配慮

所得割軽減特例は、速やかに廃止すべき

本則に戻す

元被扶養者は段階的に解消

新規加入者は速やかに本則に

戻し

医療療養病床入院時居

住費(光熱水費相当額)

医療区分Ⅰのみ320円／日

療養病床における区分Ⅱ・Ⅲの

居住費なし

難病等を除き、全ての医療区分に居住費

（光熱水費相当）の負担を求めていくべ

き

医療区分Ⅰは、320円／日か

ら、370円／日に引き上げ

医療区分Ⅱ・Ⅲは、新たに

200円／日を求めたうえで、

段階的に370円／日に引き上

げる

入院療養費

「入院時生活療養費制度」

病院での食事・居住費サービス

は、患者の病状に応じ医学的管

理の下に保障する必要があるこ

とから、医療保険においては、

食費・居住費についても医療保

険の給付対象としている

預貯金等の金融資産も勘案して負担能力

を判定する必要がある。入院時生活療養

費等の負担能力の判定に際し、介護保険

の補足給付と同様の仕組みを導入すべき。

今後、医療・介護の負担全般について、

マイナンバーを活用した金融資産の勘案

を検討すべき

金融資産を正確に把握する仕

組みがない現状では時期尚早

今後引き続き医療保険制度に

おける負担への反映方法の検

討を進める

スイッチＯＴＣ

Ⅱ類・Ⅲ類の医薬品を保険給付の対象か

ら除外するか、保険給付として残す場合

は、追加的自己負担を求めるべき

対象範囲を含め、幅広い観点

から引き続き検討を進める

医療提供体制の見直し
「かかりつけ医」以外を受診した場合は、

受診時定額負担を導入するべき

「かかりつけ医」の普及に向

けた定額負担の対象見直しを

含め具体的に検討を進める。

そのうえで、「かかりつけ医」

の普及を進める方策や外来時

の定額負担の在り方について、

幅広く検討していく

こども医療助成に係る

国保の減額調整措置見

直し

子どもの自己負担分に係る医療

費助成は市町村ごとに、対象年

齢・自己負担率が異なる。未就

学については何らかの医療助成

を実施

国民健康保険の減額調整措置の見直しを

行う（自治体の過度な給付拡大競争に対

する抑制のための統一的基準が必要）

平成30年度より実施し、その

対象は未就学とすべき（なお、

「その対象は、何らかの一部

負担金や所得制限を設けてい

る場合に限る」可能性あり）

任意継続被保険者制度

加入要件：資格喪失の前日まで

継続して２ヶ月以上被保険者

期間は２年間

保険料は、全額被保険者負担

（事業主負担なし）

加入要件を１年以上とする

被保険者期間を最大１年間とする

保険料算定基礎を、従前の報酬月額とす

る

①当面、現行制度を維持する。

施行後３年以内に検討予定の

「短時間労働者の適用拡大」

と合わせ引き続き検討

②保険料算定基礎は、従前の

標準報酬月額か全被保険者の

平均標準報酬月額か、の一律

設定の可能性を検討する

高
齢
者
医
療
制
度
自
体
が
誤
っ
て
い
る
う
え
、
二
割
負
担
化
は
若
い
時
に
比

べ
て
医
療
費
が
急
増
す
る
高
齢
者
の
実
態
を
無
視
し
て
お
り
、
受
診
療
機
会

を
失
わ
せ
る
。
ま
た
、
所
得
に
加
え
て
資
産
を
負
担
の
根
拠
に
す
れ
ば
、
若

い
時
代
の
倹
約
・
蓄
積
が
高
齢
期
の
負
担
に
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
、
か
つ

そ
れ
に
要
す
る
事
務
コ
ス
ト
は
膨
大
。
加
え
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
そ
の
よ
う

に
用
い
る
こ
と
は
許
せ
な
い
。

二 

．
七
〇
歳
以
上
の
高
額
療
養
費
の
負
担
上
限
を
若
年
者
並
み
に
引
き
上
げ
る

　
政
府
は
、
社
会
保
障
の
給
付
抑
制
と
負
担
増
に
つ
い
て
「
経
済
財
政
諮
問
会
議
（
事
務
局

：

内
閣
府
）」
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
骨
太
方
針
二
〇
一
六
と
、「
財
政
制

度
等
審
議
会
（
事
務
局

：

財
務
省
）」
建
議
を
基
に
し
た
改
革
方
向
を
閣
議
決
定
、
そ
の
具
体
化
の
「
工
程
表
」
を
作
成
し
、
社
会
保
障
に
関
す
る
専
門
的
審
議
機

関
で
あ
る
「
社
会
保
障
審
議
会
」
と
そ
の
部
会
に
対
し
て
追
認
を
迫
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
は
、「
二
〇
一
六
〜
二
〇
一
八
年
度
を
集
中
改
革
期
間
と
し
、
そ
の
後
の
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
の
改
革
工
程
を
視
野
に
、
こ
の

期
間
中
は
社
会
保
障
関
係
費
の
伸
び
は
高
齢
化
に
よ
る
増
加
分
年
約
五
〇
〇
〇
億
円
と
、
消
費
税
が
一
〇
％
に
な
っ
た
と
き
施
行
す
る
と
法
定
さ
れ
て
い
る
経
費

（
低
年
金
者
に
対
す
る
福
祉
的
給
付
な
ど
）
に
相
当
す
る
水
準
に
抑
制
す
る
」
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
新
た
な
改
善
は
し
な
い
、
高
齢
化
に
伴
う
自
然
増
が

あ
っ
て
も
こ
の
水
準
を
財
政
上
の
天
井
に
し
て
抑
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
社
会
保
障
審
議
会
の
医
療
保
険
部
会
と
介
護
保
険
部
会
は
、
制
度
審
議
の
冒
頭
で
「
工
程
表
」
を
示
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
し
た
議
論
を
求
め
ら
れ
た
。
医
療
保

険
部
会
は
一
二
月
八
日
（
一
部
最
終
調
整
中
）、
介
護
保
険
部
会
は
一
二
月
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
審
議
の
ま
と
め
を
行
っ
た
。
来
春
の
第
一
九
三
回
国
会
に
向
け
て
法

令
案
作
成
の
作
業
が
進
め
ら
れ
る
。

　（
社
会
保
障
と
密
接
に
関
連
す
る
税
制
に
つ
い
て
は
一
二
月
八
日
に
与
党
税
調
が
新
年
度
の
税
制
改
革
大
綱
を
ま
と
め
た
。
検
討
事
項
と
さ
れ
て
き
た
「
公
的
年

金
控
除
」
の
見
直
し
は
今
次
の
大
綱
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。）

　
審
議
会
で
方
向
性
を
持
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
事
項
は
別
表
の
通
り
。
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
課
題
だ
が
、
な
か
で
も
次
の
諸
点
は
許
し
が
た
い
の
で
、
法
令
案
に
反
対

し
て
運
動
す
る
。
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➡

若
い
時
に
比
べ
て
医
療
費
が
急
増
す
る
高
齢
者
の
実
態
を
無
視
し
て
お
り
、

受
診
療
機
会
を
失
わ
せ
る
の
で
反
対
。

三 

．
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
軽
減
特
例
を
段
階
的
に
解
消
＝
保
険
料
を
引
き

上
げ
る

➡

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
そ
の
も
の
の
廃
止
を
要
求
。
そ
も
そ
も
制

度
発
足
へ
の
反
対
を
逸
ら
す
た
め
に
、
制
度
の
整
合
性
・
負
担
の
平
等
性
を

無
視
し
て
設
定
し
た
姑
息
な
特
例
。
制
度
自
体
を
廃
止
し
新
制
度
へ
の
移
行

　

社
会
保
障
は
、
家
族
単
位
や
地
域
単
位
だ
っ
た
扶
養
を
国
民
経
済
単
位
の

社
会
的
扶
養
に
転
換
し
た
仕
組
み
で
あ
り
、
企
業
と
投
資
家
の
利
益
の
み
を

追
求
す
る
市
場
原
理
主
義
に
よ
っ
て
破
壊
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
市
民

の
財
産
で
あ
る
。
な
に
よ
り
私
た
ち
退
職
者
に
と
っ
て
は
生
活
の
基
盤
で
あ

る
。

　

政
権
が
目
論
む
社
会
保
障
給
付
抑
制
や
負
担
増
は
、
他
方
で
強
行
し
よ
う

一 

．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
（
諸
メ
ニ
ュ
ー
を
記
載
）

➡

大
き
な
意

味
で
は
推
進
を
要
求
、
上
意
下
達
に
な
ら
な
い
形
で
国
・
都
道
府
県
・
市
区

町
村
が
協
力
す
べ
き
。
介
護
保
険
の
給
付
対
象
を
狭
め
て
総
合
事
業
に
移
行

す
る
こ
と
を
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
称
す
る
こ
と
は
認
め
が
た

い
。

二 

．
工
程
表
は
、
要
介
護
一
・
二
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
は
介
護
保
険
か
ら
切

り
離
し
て
総
合
事
業
へ
移
行
と
す
る
こ
と
を
要
求
＝
今
次
の
審
議
会
ま
と
め

で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
わ
り
に
予
防
訪
問
介
護
等
の
総
合
事
業
へ

の
移
行
状
況
把
握
（
ま
だ
一
／
三
）
の
上
で
検
討
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
。

た
だ
し
、
一
八
年
介
護
報
酬
改
定
で
は
当
該
事
業
の
介
護
報
酬
切
り
下
げ
と

人
員
基
準
見
直
し
が
実
施
さ
れ
る
方
向

➡

反
対
。
軽
度
者
に
対
す
る
適
切
な

ケ
ア
が
重
度
化
を
防
ぎ
、
介
護
保
険
財
政
の
負
担
を
軽
減
す
る
。
要
介
護
三

を
し
な
い
限
り
解
決
で
き
な
い
問
題
。

四 

．
医
療
保
険
制
度
で
も
、
介
護
保
険
の
補
足
給
付
要
件
に
導
入
し
た
よ
う
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
て
、
所
得
の
み
で
な
く
金
融
資
産
（
預
金
）
も
勘

案
し
て
本
人
負
担
を
求
め
る
：
預
金
口
座
へ
の
付
番
開
始
か
ら
三
年
を
目
途

に
具
体
化
す
る
方
向
で
引
き
続
き
検
討

➡

一
．
と
同
様
の
理
由
で
反
対

と
し
て
い
る
軍
事
費
拡
大
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
る
国
民
経
済
の
破
壊
、

雇
用
法
制
改
悪
、
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
批
准
と
関
連
法
は
、
米
新
大
統
領
予
定
者
に
よ
る
協
定
破
棄
表

明
と
い
う
新
た
な
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
権
は
会
期
延
長
の
う
え
、
衆

議
院
に
続
き
参
議
院
で
も
一
二
月
九
日
に
強
行
可
決
し
た
。
同
日
は
自
然
成

立
す
る
日
で
あ
っ
た
が
あ
え
て
こ
れ
を
回
避
し
て
強
行
採
決
。

以
上
の
み
の
介
護
保
険
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

三 

．
利
用
者
負
担
割
合
を＜

現
行
の
一
割
、
一
部
二
割
負
担＞

か
ら
、
現
役
並

み
所
得
相
当
に
は
三
割
負
担
も
新
設

➡

反
対
。
医
療
保
険
に
高
所
得
者
の
三

割
負
担
が
あ
る
こ
と
を
、
介
護
で
の
三
割
負
担
の
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
介

護
費
は
経
常
的
長
期
的
費
用
で
あ
る
た
め
、
臨
時
的
短
期
的
費
用
で
あ
る
医

療
よ
り
低
い
負
担
割
合
限
度
を
維
持
し
な
い
と
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
困
難
に
な

る
。

四 

．
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
負
担
上
限
額
を
高
額
療
養
費
の
上
限
額
変
更
に

あ
わ
せ
て
引
き
上
げ

➡

医
療
費
以
上
に
生
活
的
側
面
が
強
い
介
護
の
自
己
負

担
額
を
増
や
す
こ
と
は
当
事
者
の
生
活
を
圧
迫
す
る
の
で
反
対
。

五 

．
調
整
交
付
金
の
年
齢
区
分
細
分
化

➡

交
付
区
分
整
備
の
名
目
で
市
区
町
村

に
対
す
る
制
度
運
営
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
強
化
を
図
る
こ
と
は
問
題
。
根
本
的
に

は
交
付
金
財
源
は
別
枠
で
財
政
措
置
し
、
国
費
負
担
分
の
二
五
％
全
部
を
保

険
者
に
交
付
す
べ
き
。

介護保険制度の見直し動向

現　行　制　度
経済・財政再生計画改革工程表

財政制度等審議会建議（16年11月17日）
社会保障審議会まとめ（12月９日）

介
護
保
険
利
用
者
負
担

利用者負担割合

原則１割（合計所得160万円未満）

（実質所得280万円未満）

一定所得（160万円以上）２割

（実質所得280万円以上）

要介護区分ごと軽度者の自己負担割合を

引き上げるべき
現役並み所得者は３割

高額介護サービス費

現役並み：44,400円

課税世帯：37,200円

非課税（年収80万円以下）24,600円

生活保護者：15,000円

多数該当の水準まで月額上限を引き上げ
高額療養費制度の一般区分の負担上限額

（44,400円）に合わせ見直しを行う

高額介護合算療養費

現役並み（370万以上）：67万

一般（～370万）：56万

非課税：31万円or19万円

現役並みを所得により３区分（212万、

141万、67万）、一般を60万or56万

非課税は据え置き（70歳未満に横引き）

高額療養費制度の見直しに合わせ見直し

ケアマネジメント 10割給付
ケアマネジメントの利用者負担導入について

は、引き続き検討

補足給付

負担区分第３段階までで、預貯金等

が単身で１千万、夫婦で２千万以下

を対象

不動産の勘案については、引き続き検討

給
付
の
あ
り
方

要介護Ⅰ・Ⅱ（軽度

者）に対する介護

サービス

要介護Ⅰ・Ⅱの訪問介護・通所介護

は介護保険給付

訪問介護における身体介護と生活援

助は、本人の状態像等によりケアマ

ネジメントで一体的な支援

要支援ではサービスは区分せず

要介護Ⅰ・Ⅱの軽度者に対する訪問介

護・通所介護サービスは、地域支援事業

に移行すべき

訪問介護の生活援助サービスは、保険給

付割合の大幅引き下げ

介護予防訪問介護・予防通所介護の総合事業

への移行状況等の把握・検証を行ったうえで

その結果を踏まえて検討する

訪問介護における生活援助中心の場合、

要介護度に関わりなく、人員基準を緩和

する

生活援助中心のサービス提供については、人

員基準の見直し等を介護報酬改定時に改めて

検討

福祉用具貸与等

貸与価格は事業者が設定

同一製品でも貸与価格に地域差が大

きい

・ 本体価格と付帯サービス価格の区分明

確化

・貸与種目ごとの標準的貸与価格の決定

・ 要介護区分ごとの標準的貸与品目の決

定

福祉用具貸与の全国平均貸与価格を公表

貸与商品の機能・価格の異なる複数商品の提

示義務付け、貸与価格の上限設定

住宅改修の見積書の様式を国が提示

費
用
負
担

介護納付金
２号被保険者の保険料算出基礎は、

保険者の人数割
速やかに総報酬割へ移行すべき 段階的に総報酬割を導入することが適当

調整交付金

後期高齢者の加入割合や１号被保険

者の所得段階別加入割合の差による

保険料水準の格差を是正するため、

国負担５％を調整して配分

給付の適正化に向けたインセンティブを

強化するため、介護費の水準や低下率な

どの成果指標に基づき、調整交付金を傾

斜配分する枠組みを導入するべき

年齢区分を２区分から、①65～74歳、②75～

84歳、③85歳以上の３区分に細分化し、調整

機能を強化することが適当

被保険者の範囲拡大
１号は65歳以上

２号は40歳～64歳

介護保険を取り巻く状況の変化を踏まえつつ、

引き続き検討することが適当

介護費の地域差分析と給

付適正化

大都市・地方都市・中山間地域等で、

地域事情に合わせた地域包括ケアシ

ステムの進化・推進

地域包括支援センターの機能強化、

27年度より新総合事業を実施

介護費や認定率の地域差分析とその結果

を踏まえた介護事業計画の策定義務付け

市町村による給付適正化に向け、インセ

ンティブを強化するため、調整交付金の

割合の引き上げ、傾斜配分の枠組みを導

入すべき

「地域マネジメント」の推進による保険者機

能の強化。そのため国のガイドライン作成、

市町村による介護給付費や要介護認定等の

データを国への提出義務付け

財政面における市町村等へのインセンティブ

の付与

地域包括支援センターの機能強化・土日開所

保険者業務の簡素化

要介護認定者数の増大による、保険

者の事務量の増加。要介護認定有効

期間内での要介護度が不変の割合が

多い

更新認定有効期間の上限を36か月に

二次判定手続きを簡素化

介護療養病床

平成29年度廃止に向け、段階的に病

床数を削減。平成18年の12.2万床か

ら平成27年までに6.3万床に削減。

新たに医療の必要性に応じた施設類

型を検討

療養病床の廃止と新たなサービス提供類

型などへの転換

介護療養病床の廃止、人員配置基準を見

直した新施設の創設

【療養病床等のあり方に関する特別部会】

介護療養病床の廃止、新たに、①医療を内包

した長期療養・生活施設と、②医療外付け型

の居住施設型施設を創設

今後、介護保険部会、医療保険部会で詳細検

討


